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１．事業概要

（１）

人

事　業　形　態

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分 法非適用企業 事 業 開 始 年 度 昭和41年度

岩国市観光施設事業経営戦略

団 体 名 岩国市

事 業 名 観光施設事業（錦帯橋）

事 業 の 種 類
観光施設事業

（その他観光施設）
施 設 名 錦帯橋

職 員 数 7

策 定 日

計 画 期 間 ～

事 業 の 内 容
名勝錦帯橋の日常的な管理及び将来にわたり橋を継承していくための施策を実施する。
名勝錦帯橋の維持管理及び将来の橋の架け替え等のため、入橋料を徴収して基金の積み立てを
行う。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託 入橋に関する管理等を民間に委託

 イ　指定管理者制度 なし

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ なし



（２） 料　金　形　態

（３） 現在の経営状況

２．将来の事業環境

（１） 入橋者数の見通し

562,474人

経 常 収 支 比 率
（ 又 は 収 益 的 収 支 比 率 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　R4 113％ 　R5 133％ 　R6 117％

料 金 の 概 要 ・ 考 え 方

【入橋料】大人（中学生以上）、小人（小学生）
個人：大人　310円、小人　150円
団体：大人　260円、小人　120円

【入橋料】令和８年９月改定予定
個人：大人　500円、小人　250円
団体：大人  450円、小人　200円

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

令和8年9月1日

年 間 利 用 状 況
※ 単 位 を 明 記 す る こ と
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　R4 443,186人 　R5 542,594人 　R6

96％

他 会 計 補 助 金 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 ％ 　R5 ％ 　R6 ％

経 費 回 収 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 79％ 　R5 106％ 　R6

％

企業債残高対料金収入比率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 ％ 　R5 ％ 　R6 ％

有形固定資産減価償却率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 ％ 　R5 ％ 　R6

錦帯橋管理特別会計は経常収支比率が100％を上回り、黒字を計上しているため、安定的な経営状況にある。
年間60万人前後で推移していた入橋者数は、新型コロナウイルス感染症等の影響により26万人に減少したが、令和４年度以降
は、新型コロナウイルス感染症等の収束とともに回復し、過去２年間では、56万人の入橋者数となっている。
名勝錦帯橋の維持管理及び将来の橋の架け替え等の財源を確保するため、今後も健全な経営に努める。

令和２年度及び令和３年度は、新型コロナウイルス感染症等の影響により大きく落ち込んだが、令和４年度は、新型コロナウイルス
感染症の収束とともに入橋者数も回復し、令和５年度以降は、60万人を下回るものの入橋者数は安定している。今後は国内人口
の減少による影響が懸念されるが、インバウンドは増加傾向にあることから、令和８年度以降も安定した入橋者数の確保を見込ん
でいる。なお、今後大規模な修復工事の実施を予定していることから、工事の影響による入橋者数の一時的な減少を見込んでい
る。
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入橋者数の見通し（万人）



（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

施設の見通し

前回の錦帯橋の架け替えは、平成13年度から平成15年度にかけて実施しており、今後は橋板や高欄の部位取替などの大規模な
修復が見込まれ、さらに将来的には橋の架け替えも必要となる。また、周辺施設の設備更新なども適切に実施していく必要があ
る。これらに備えて、基金の積み立てや補助金等の財源の確保に向けた資金計画を進めていく必要がある。

組織の見通し

平成27年度から錦帯橋に関する業務を拡充するため、錦帯橋課を設置し、職員の人件費の一部を一般会計から繰り入れて運営し
ている。今後も事業規模に即した適正な定員を配置し、人件費の適正化に努める。

錦帯橋は、江戸時代と変わらない姿を残す現役の木造橋梁である。またその独創的な橋から広がる眺望が大変優れていることか
ら、橋を含む河川区域が国の「名勝」に指定され、市民をはじめ多くの人々に愛されている。名勝として、また、世界遺産登録を目
指す上で、錦帯橋の本質的価値を損なうことのないよう適切な維持管理を行い、錦帯橋を後世に継承していく。

料金収入の見通し

令和８年９月に料金改定を予定していることから、令和８年度以降は、改定による増収が見込まれる。なお、料金収入は入橋者数
の増減に比例するため、令和９年度以降は、「（1）入橋者数の見通し」と同様の推移を見込んでいる。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

・令和８年９月に料金改定を実施し、剰余金を基金に積み立てることで、今後の大規模な修復に必要な財源を確保する。
・森林環境譲与税を財源として活用できるよう、県内産木材等の積極的な利用を検討する。

・錦帯橋の料金徴収等の業務については民間へ委託しており、今後も予定することで経費節減に務める。
・人件費等の経常経費の節減に務め収支の均衡を図る。

目 標

創建以降、技術の継承や改良を加えながら、錦川両岸を繋ぐ機能を維持しつつ、同じアーチ構造の
形状と意匠で継承されてきた錦帯橋を確実に保存管理していくとともに、橋梁を核として名勝指定地
内外の橋梁周辺の要素や環境と一体となって形成される名勝錦帯橋の風致景観を良好な状態で適
切に保全する。

・名勝錦帯橋の本質的価値を構成する要素の維持・改善に必要な整備として、橋板や高欄の部位取替などの大規模な修復を検討
していく。

目 標

入橋者数56万人以上を目標に誘客を図るとともに、入橋料収入の増加により、名勝錦帯橋の保存
整備に必要な財源を確保する。



①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

料 金
名勝錦帯橋を後世に継承していくために、社会情勢も踏まえながら、持続可能な運営方法の構築を
検討する。

稼 働 率 ・ 利 用 者 数 入橋者数56万人以上を目標に誘客を図り、安定的な収入を確保する。

企 業 債

民 間 活 用

投 資 の 適 正 化 名勝錦帯橋保存活用計画に定めた施策を着実に実施する。

そ の 他 の 取 組

委 託 料
錦帯橋料金徴収や清掃等の業務については民間へ委託しており、今後も予定することで経費節減
に努める。

管 理 運 営 費
文化財としての価値の維持に必要な経費や来訪者へのおもてなしのための経費について適正な支
出を行うとともに経費節減に努める。

職 員 給 与 費 事業規模に即した適正な定員を配置し、人件費の適正化に努める。

繰 入 金
人件費の一部及び森林の整備・促進等に関する費用を一般会計から繰り入れているが、それ以外
の繰り入れについては原則として行わない。

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組 観光振興部局等と連携して錦帯橋の魅力を発信し、入橋者数の増加につなげる。

そ の 他 の 取 組
国からの補助金の活用に向けた協議を進めるほか、ふるさと納税制度（文化財保護及び活用事業）
を活用した寄附やクラウドファンディングによる資金確保等の新たな財源確保に向けた検討を進め
る。

そ の 他 の 取 組
多様なキャッシュレス決済に対応する環境の整備などデジタル化の推進により、来訪者の利便性向
上を図るとともに、料金徴収事務の負担軽減・効率化を図り、おもてなし対応の一層の充実、顧客満
足度向上につなげる。



５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、
改 定 等 に 関 す る 事 項

本経営戦略の計画期間は10年としているが、年度ごとに進捗状況の確認・検証を行う。また、将来
の架け替え等の大規模な修復を見据え、必要に応じて収支計画の見直しを行っていく。

事業の意義、提供する
サービス自体の必要性

錦帯橋は、岩国市の歴史・文化・観光の中心であり、長年にわたり市民や多くの観光客に親しまれ
てきた。本施設は、観光業のみならず各方面に多大な影響を及ぼしていることから、現状のまま事
業実施を継続していくことが重要であると考える。

公営企業として実施する
必 要 性

当該施設は岩国市の歴史・文化・観光の中心である。国指定の名勝であることから、適切な維持管
理や保存活用を行っていく上で公営企業として運営する必要がある。



１ （Ａ） 193,527 194,719 197,128 242,889 294,484 294,660 294,727 209,530 208,694 207,867 207,374 206,728 291,666

 (1) （Ｂ） 153,963 159,490 158,789 204,466 255,974 255,974 255,974 170,649 170,649 170,649 170,649 170,649 255,974

ア 153,963 159,490 158,789 204,466 255,974 255,974 255,974 170,649 170,649 170,649 170,649 170,649 255,974

イ （Ｃ）

ウ

 (2) 39,564 35,229 38,339 38,423 38,510 38,686 38,753 38,881 38,045 37,218 36,725 36,079 35,692

ア 36,393 33,770 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462

イ 3,171 1,459 2,877 2,961 3,048 3,224 3,291 3,419 2,583 1,756 1,263 617 230

２ （Ｄ） 145,352 165,934 140,000 140,000 140,000 140,000 190,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 190,000

 (1) 140,958 158,090 135,826 132,830 132,830 132,830 182,830 132,830 132,830 132,830 132,830 132,830 182,830

ア 55,001 48,324 50,895 51,252 51,252 51,252 51,252 51,252 51,252 51,252 51,252 51,252 51,252

イ 85,957 109,766 84,931 81,578 81,578 81,578 131,578 81,578 81,578 81,578 81,578 81,578 131,578

 (2) 4,394 7,844 4,174 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170

ア

イ 4,394 7,844 4,174 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170

３ （Ｅ） 48,175 28,785 57,128 102,889 154,484 154,660 104,727 69,530 68,694 67,867 67,374 66,728 101,666

１ （Ｆ） 10,000 10,000 10,000 431,569 425,959 258,209 324,259 193,655

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7) 10,000 10,000 10,000 431,569 425,959 258,209 324,259 193,655

２ （Ｇ） 9,202 9,706 13,604 14,820 131,320 99,820 112,288 497,765 492,155 324,405 390,455 259,851 10,000

 (1) 9,202 9,706 13,604 14,820 131,320 99,820 112,288 497,765 492,155 324,405 390,455 259,851 10,000

9,202 9,706 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 10,000

 (2) （Ｈ）

 (3)

 (4)

 (5)

３ （Ｉ） △ 9,202 △ 9,706 △ 13,604 △ 14,820 △ 121,320 △ 89,820 △ 102,288 △ 66,196 △ 66,196 △ 66,196 △ 66,196 △ 66,196 △ 10,000収支差引 （Ｆ）－（Ｇ）

工 事 負 担 金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収支差引 （Ａ）－（Ｄ）

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 県 補 助 金

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

令和15年度 令和16年度 令和17年度区　　　分 年　　　度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

様式第２号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円、％）

令和５年度
（決算）

令和６年度
（決算）

令和７年度 令和８年度



（Ｅ）＋（Ｉ） （Ｊ） 38,973 19,079 43,524 88,069 33,164 64,840 2,439 3,334 2,498 1,671 1,178 532 91,666

（Ｋ） 35,226 5,254 41,762 43,608 88,156 33,340 64,140 3,334 2,498 1,671 1,178 532 145

（Ｌ） 21,398 25,145 38,970 40,732 85,193 30,201 61,701

（Ｍ）

（Ｎ） 25,145 38,970 40,732 85,193 30,201 61,701 91,521

（Ｏ）

（Ｐ） 25,145 38,970 40,732 85,193 30,201 61,701 91,521

（Ｑ）

（Ｑ）

（Ｂ）-（Ｃ）

（Ａ）

（Ｄ）＋（Ｈ）

（Ｂ）-（Ｃ） （Ｓ） 153,963 159,490 158,789 204,466 255,974 255,974 255,974 170,649 170,649 170,649 170,649 170,649 255,974

（Ｗ）

（Ｘ）

36,393 33,770 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462

36,393 33,770 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462

36,393 33,770 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462 35,462合 計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和16年度 令和17年度区　　　分 年　　　度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度

地 方 債 残 高

○他会計繰入金 （単位：千円、％）

令和５年度
（決算）

令和６年度
（決算）

令和７年度 令和８年度 令和９年度

資 金 不 足 比 率

他 会 計 借 入 金 残 高

事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
（（Ｔ）/（Ｖ）×100）

解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
（Ｖ）

資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
（Ｕ）

資 金 不 足 の 比 率

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
（Ｔ）

資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

地 方 財 政 法 に よ る
（（Ｒ）/（Ｓ）×100）

地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
（Ｒ）

150 149 148 148 148 154収 益 的 収 支 比 率 （ ×100） 133 117 141 173 210 210 155

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

（Ｎ）－（Ｏ） 赤 字

赤 字 比 率 （ ×100）

収 支 再 差 引

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 （Ｊ）－（Ｋ）＋（Ｌ）-（Ｍ）

令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度区　　　分 年　　　度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

様式第２号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円、％）

令和５年度
（決算）

令和６年度
（決算）

令和７年度


